
（仮称）練馬区政推進基本条例 （仮称）練馬区政推進基本条例

（骨子案） （素案）

１
頁

　練馬区は、昭和２２年８月１日、
自立を求める人々の努力が実を結
び、板橋区から分離独立して２３番
目の特別区として誕生しました。以
来、都心に近接する住宅地域とし
て、多くの人々を受け入れてきまし
た。その過程で、区民と区が力を合
わせて、遅れていた都市基盤や公共
施設の整備などのまちづくりに取り
組み、今や人口７０万を超える、２
３区有数のみどり豊かな住環境に恵
まれた都市として発展しています。

　これからも区政は、人権が尊重さ
れ、多様な価値観や文化を認めあ
う、だれもが安心して暮らせる練馬
区を、主権者である区民と区がとも
に築き、発展させることを基本にお
きます。未来へ向けて、区民と区が
それぞれの役割と責務のもと、区の
自治のあり方と区政運営の仕組みを
明らかにし、より自律的な地方政府
としての練馬区を実現するため、こ
の条例を定めます。

１
頁

　練馬区は、昭和２２年８月１日、
自立を求める人々の努力が実を結
び、板橋区から分離独立して２３番
目の特別区として誕生しました。以
来、都心に近接する住宅地域とし
て、多くの人々を受け入れてきまし
た。その過程で、区民と区とが力を
合わせて、都市基盤や公共施設の整
備などのまちづくりに取り組み、今
や人口７０万を超える、２３区有数
のみどり豊かな住環境に恵まれた都
市として発展しています。

　これからも区政は、人権が尊重さ
れ、多様な価値観や文化を認め合
う、誰もが安心して暮らせる練馬区
を、主権者である区民と区とがとも
に築き、発展させることを基本に置
きます。未来へ向けて、区民と区と
がそれぞれの役割と責務のもと、練
馬区の自治のあり方と区政運営の仕
組みを明らかにし、より自律的な地
方政府としての練馬区を実現するた
め、この条例を定めます。

１
頁

２(1)　練馬区の自治の基本理念、区
民・議会・執行機関の役割等を明ら
かにし、参加・参画と協働の推進お
よび区政運営の基本的仕組みについ
て定めることにより、練馬区にふさ
わしい自治の実現を図り、もって区
民福祉の向上に資する。

１
頁

１　この条例は、練馬区の自治の基
本理念、区民等、議会および執行機
関の役割等を明らかにし、参加・参
画と協働の推進および区政運営の基
本的仕組みについて定めることによ
り、練馬区にふさわしい自治の実現
を図り、もって区民福祉の向上に資
することを目的とする。

１
頁

３②　区民等　区民、区内に存する
事業所に勤務する者、区内に存する
学校に在学する者、区内において事
業活動を行う者

１
頁

２(2)　区民等　区民、区内に存する
事務所または事業所に勤務する者、
区内に存する学校に在学する者およ
び区内において事業活動その他の活
動を行う者または団体をいう。

（定義）

第１　総則

頁

前文

（仮称）練馬区政推進基本条例（骨子案）から（素案）への主な変更点について

（仮称）練馬区政推進基本条例（骨子案）から（素案）への変更　対照表

頁

（目的）
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第４　執行機関等の役割等

（区長の役割および責務）

２
頁

６②　区長は、執行機関の事務を統
轄し、これを代表する。 ３

頁

８（１）区長は、練馬区を統轄し、
これを代表する。

（執行機関の職員の責務）

２
頁

６⑥　職員は、職務執行に必要な能
力の増進に努めなければならない。
⑦　職員は、効果的・効率的に行政
サービスを提供し、区民との協働を
柱とした区政運営を担い、自ら考え
行動するよう努める。

３
頁

９（１）執行機関の職員は、効果的
かつ効率的に行政サービスを提供
し、区民等との協働を柱とした区政
運営を担い、自ら考え行動するよう
努めなければならない。
（２）執行機関の職員は、職務執行
に必要な能力の増進に努めなければ
ならない。

３
頁

７(1)②　区は、区民等の参加・参画
を推進するため、基本的な仕組みの
整備その他必要な施策を講ずる。 ３

頁

10（２）区長は、区民等の区政への
参加・参画を推進するため、基本的
な仕組みの整備その他必要な施策を
講ずる。

３
頁

７(2)②　区は、地域コミュニティに
関わる活動主体および活動に対して
必要な支援を行うことができる。 ３

頁

11（２）区長は、地域コミュニティ
に関わる活動主体および活動に対し
て必要な支援を行うことができるも
のとする。

３
頁

７(3)①　区は、地域コミュニティに
関わる活動主体との協働のあり方を
明らかにし、協働を推進するため
に、支援その他必要な施策を講ず
る。

３
頁

12（１）区長は、地域コミュニティ
に関わる活動主体との協働のあり方
を明らかにし、協働を推進するため
に、支援その他必要な施策を講ず
る。

３
頁

８(2)①　区は、総合的かつ計画的な
区政運営の指針として、議会の議決
を経て、基本構想を定める。
②　執行機関は、基本構想の実現を
図るため、総合的な施策に関する基
本計画等を策定し、これに即して計
画的に区政経営を行う。

４
頁

13（１）練馬区は、総合的かつ計画
的な区政運営の指針として、議会の
議決を経て、基本構想を定めるもの
とする。
（２）区長は、基本構想の実現を図
るため、総合的な施策に関する基本
計画等を策定し、これに即して計画
的に区政経営を行うものとする。

（基本構想等）

第５　参加・参画および協働の推進

（参加・参画）

（地域コミュニティへの支援）

（協働の推進）

第６　区政運営の基本的仕組み
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４
頁

８(7)① 執行機関は、区民等の区政
に関する意見、要望、提案等を受け
たときは、誠実かつ速やかにこれに
応答する。

４
頁

18（１）執行機関は、区民等の区政
に関する意見、要望、提案等を受け
たときは、迅速かつ誠実にこれに応
答するよう努めなければならない。

４
頁

８(9)③ 区は、区の財政をもって行
われた事業およびそれを担う団体に
ついて、執行状況を把握し、適切な
指導を行う。

５
頁

20（３）執行機関は、練馬区の支出
をもって行われた事業およびそれを
担う団体について、執行状況を把握
し、適切な指導を行うものとする。

４
頁

８(10)②　執行機関は、附属機関等
の設置目的に応じて、附属機関等の
委員に区民が参加・参画する機会を
設定する。

５
頁

21（２）執行機関は、附属機関等の
設置目的に応じて、附属機関等の委
員に区民等が参加・参画する機会を
設ける。

４
頁

９①　区長は、区の存立に係ること
など区に重大な影響を及ぼす事項に
関し、事案ごとに、別に条例で定め
るところにより、区民投票を実施す
ることができる。

５
頁

22（１）区長は、練馬区の存立にか
かわることその他の練馬区に重大な
影響を及ぼす事項について、直接区
民の意思を確認するため、事案ごと
に条例で定めるところにより、区民
投票を実施することができる。

５
頁

１０①　区は、国および東京都との
役割分担を明確にし、対等で協力的
な関係の確立をめざす。 ５

頁

23（１）練馬区は、国および東京都
との役割分担を明確にし、対等で協
力的な関係の確立を目指すものとす
る。

５
頁

１０②　区は、他の地方公共団体お
よび国と連携を図り、協力して区の
行政の課題の解決に取り組む。 ５

頁

24（１）練馬区は、他の地方公共団
体および国と連携を図り、協力して
区の行政の課題の解決に取り組むも
のとする。

第８　国等との関係

（国および東京都との関係）

（他の地方公共団体等との関係）

（要望等に対する応答）

第７　区民投票

（財政運営）

（附属機関等の会議の公開等）
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